
- 1 - 

築上町告示第113号 

 令和４年第３回築上町議会定例会を次のとおり招集する 

    令和４年８月19日 

築上町長 新川 久三 

１ 期 日  令和４年９月５日 

２ 場 所  築上町役場議事堂 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

江本  守君          吉原 秀樹君 

北代  恵君          宗  晶子君 

丸山 年弘君          池永  巖君 

鞘野 希昭君          工藤 久司君 

武道 修司君          池亀  豊君 

田村 兼光君          信田 博見君 

田原 宗憲君          塩田 文男君 

────────────────────────────── 

○９月７日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月９日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月12日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月20日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和４年 第３回 築 上 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

令和４年９月５日（月曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

令和４年９月５日  午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

       ①議長の報告（提出された案件等の報告） 

       ②町長の報告 

        報告第６号 令和３年度健全化判断比率の報告について 

        報告第７号 令和３年度資金不足比率の報告について 

 日程第４ 議案第68号 令和４年度築上町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第５ 議案第69号 令和４年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第６ 認定第１号 令和３年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第７ 認定第２号 令和３年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第８ 認定第３号 令和３年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第９ 認定第４号 令和３年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第10 認定第５号 令和３年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第11 認定第６号 令和３年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第12 認定第７号 令和３年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第13 認定第８号 令和３年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第14 認定第９号 令和３年度築上町下水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第15 議案第70号 築上町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第16 議案第71号 築上町議会議員及び築上町長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 
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 日程第17 議案第72号 農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例の

制定について 

 日程第18 議案第73号 築上町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第19 議案第74号 町道路線の変更について 

 日程第20 議案第75号 町道路線の廃止について 

 日程第21 議案第76号 人権擁護委員の推薦について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

       ①議長の報告（提出された案件等の報告） 

       ②町長の報告 

        報告第６号 令和３年度健全化判断比率の報告について 

        報告第７号 令和３年度資金不足比率の報告について 

 日程第４ 議案第68号 令和４年度築上町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第５ 議案第69号 令和４年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第６ 認定第１号 令和３年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第７ 認定第２号 令和３年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第８ 認定第３号 令和３年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第９ 認定第４号 令和３年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第10 認定第５号 令和３年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第11 認定第６号 令和３年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第12 認定第７号 令和３年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第13 認定第８号 令和３年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第14 認定第９号 令和３年度築上町下水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第15 議案第70号 築上町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
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 日程第16 議案第71号 築上町議会議員及び築上町長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第17 議案第72号 農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例の

制定について 

 日程第18 議案第73号 築上町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第19 議案第74号 町道路線の変更について 

 日程第20 議案第75号 町道路線の廃止について 

 日程第21 議案第76号 人権擁護委員の推薦について 

────────────────────────────── 

出席議員（14名） 

１番 江本  守君       ２番 吉原 秀樹君 

３番 北代  恵君       ４番 宗  晶子君 

５番 丸山 年弘君       ６番 池永  巖君 

７番 鞘野 希昭君       ８番 工藤 久司君 

９番 武道 修司君       10番 池亀  豊君 

11番 田村 兼光君       12番 信田 博見君 

13番 田原 宗憲君       14番 塩田 文男君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

  次長 横内 秀樹君         書記 小野 聖佳君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 新川 久三君  副町長 ………………… 八野 紘海君 

教育長 ………………… 久保ひろみ君                     

会計管理者兼会計課長 …………………………………………………… 石井  紫君 

総務課長 ……………… 椎野 満博君  企画財政課長 ………… 元島 信一君 

まちづくり振興課長 … 桑野  智君  人権課長 ……………… 樽本 知也君 

税務課長 ……………… 田村 貴志君  子育て・健康支援課長 … 吉川 千保君 
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保険福祉課長 ………… 種子 祐彦君  産業課長 ……………… 古市 照雄君 

建設課長 ……………… 神﨑 秀一君  都市政策課長 ………… 首藤 裕幸君 

上下水道課長 ………… 福田 記久君  住民生活課長 ………… 武道  博君 

学校教育課長 ………… 鍛治 孝広君  生涯学習課長 ………… 尾座本三雄君 

農業委員会事務局長 … 北代 幸介君  代表監査委員 ………… 小出 正貴君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（武道 修司君）  皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は１４名です。定足

数に達していますので、令和４年第３回築上町議会定例会を開会いたします。 

 新川町長から行政報告の申出がありますので、これを許します。新川町長。 

○町長（新川 久三君）  皆さん、おはようございます。第３回定例会を招集いたしましたところ、

全議員の皆さんの参集を賜りまして、大変ありがとうございます。 

 行政報告ということで、築城基地の基地司令が８月で代わられました。前の大嶋司令は三沢基

地のほうに、三沢の司令にということで、今回は北川英二さんという方が空幕のほうから来られ

ました。そういうことで、一応基地のほうも、まだ航空祭、今年はあるというふうなことで、今、

計画中だということで話を聞いておるとこでございます。 

 それから、８月の１０日の日には、オセアニアからレスリングのチーム、アントニオ・イワシ

タレスリング協会会長を団長に、小学生から、さきの東京オリンピックに出たケーラ・アキノさ

んという形で、大人まで１０名が本町のほうに合宿に参られて、１８日の日に一応帰国された形

になっており、そして、築上西を筆頭に、苅田工業、それから、九州共立大学という形で一応練

習を重ねて、築上町を拠点に合宿をしていったと、こういう形でございます。 

 それから、あとは消防の操法大会が昨日ありましたが、６月の終わりから役場職員が選手とし

て練習を重ねてきましたが、練習時は非常にいいとこ行くんじゃないかなと思っていましたけど、

本番ではちょっと１９出場中１１位ということで、ちょっと不本意な成績に終わったということ

でございますけど、皆さん頑張っていただいたということでございます。 

 それから、あと本当に台風１１号が非常に心配されます。もう既に沖縄地方、暴風圏になって

おるというふうなことで、今晩の未明から明日にかけて、この地域来るんであろうという予想が

されております。 

 そこで、１７時から警戒本部を設置いたしまして、避難所も一応１７時から受け入れる、一応

するような形で、今、対策を立てておるとこでございます。 

 そして、あとコロナの件でございますけれども、毎日のように本当に無線放送聞いてお分かり

のとおりでございますけれども、町民の中で、１万７,５００ほどおりますけれども、１割を超
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える方が陽性の一応判定をされていったというふうなことで、役場職員も大体職員の１割を超え

るような形で、同じ比率で陽性の一応判定がされたということでございますし、本当、今後これ

が収束してくる兆しになってくりゃいいけど、毎日のように３０名、４０名、多いときは５６名

というふうな形で、毎日のように県から報告があっておるとこでございます。 

 それと、ワクチンの一応あれですけど、８月２７日をもちまして、集団接種は終了をいたしま

した。あとは６０歳未満の方の希望者、個別接種ということで、申込みを役場のほうに電話でし

ていただければ、接種券をお送りして、個別でそれぞれ医院・病院で対応していただくと、この

ような形になっておるとこでございます。 

 そういう形で、本当に大変な今の時期でございますけれど、何とかコロナの収束という形でで

きればいいかなと考えておるとこでございます。 

 一応、今議会は報告が２件、それから予算案件２件、そして、あと条例が４件、一応上程して

おります。そして、あと決算が９件ということで、あと町道の認定・廃止ということで、それぞ

れ１件ずつ。そして、人権擁護委員さんが、ちょっと病気のために離任されたんで、１名追加の

補充をお願いするということで、人権擁護委員さんの一応人事案件を１件計上しておるとこでご

ざいます。 

 あと、皆様方の慎重な審議を頂きながら可決を頂きますようお願い申し上げまして、御挨拶と

させていただきます。 

○議長（武道 修司君）  行政報告が終わりました。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（武道 修司君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、１２番、信田博見議員、

１３番、田原宗憲議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（武道 修司君）  日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 議会運営委員会の報告を求めます。塩田議会運営委員会委員長。塩田委員長。 

○議会運営委員長（塩田 文男君）  議会運営委員会の報告をいたします。 

 ８月３１日、議会運営委員会を開催し、お手元に配付の会期日程案のとおり決定いたしました。 

 ９月５日本日は、本会議での議案の上程、議案第７６号の人事案件については、中日９月７日

LG197U
ハイライト表示

LG197U
ハイライト表示



- 7 - 

に採決することとし、協議しました。 

 ９月６日は、考案日です。 

 ９月７日は、本会議で議案に対する質疑と委員会付託といたします。 

 ９月８日は、考案日とします。 

 ９月９日は、本会議で一般質問とします。 

 ９月１０日、１１日は、休会とします。 

 ９月１２日は、本会議で一般質問といたします。 

 ９月１４日水曜日は、厚生文教常任委員会とします。 

 ９月１５日は、総務産業建設常任委員会とします。 

 ９月１６日は、委員会予備日とします。 

 ９月１７日、１８日、１９日は、休会といたします。 

 ９月２０日は本会議で、委員長報告、質疑、討論、採決といたします。 

 所管外の議案質疑の要望の締切りについては、９月８日正午までとします。 

 以上、会期は、本日から９月２０日までの１６日間が適当だと決定しましたので御報告いたし

ます。 

 以上です。 

○議長（武道 修司君）  お疲れさまでした。議会運営委員会委員長の報告が終わりました。 

 お諮りします。本定例会の会期は、委員長報告のとおり、本日９月５日から２０日までの

１６日間と決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武道 修司君）  異議なしと認めます。よって、会期は、本日から９月２０日までの

１６日間に決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（武道 修司君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 本日提案されています議案は、お手元に配付していますように、議案第６８号外１７件です。

ほかに例月出納検査報告が配付のとおり提出されていますので、併せて報告をいたします。 

 次に、町長から報告があります。 

 報告第６号令和３年度健全化判断比率の報告についてから、報告第７号令和３年度資金不足比

率の報告についてまでを一括して報告していただきます。 

 職員の朗読に続いて、報告内容の説明を求めます。元島企画財政課長。 

○企画財政課長（元島 信一君）  報告第６号令和３年度健全化判断比率の報告について、地方公
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共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定により、令

和３年度健全化判断比率を別紙監査委員の意見をつけて報告する。 

 報告第７号令和３年度資金不足比率の報告について、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、令和３年度資金不足比率を別紙監

査委員の意見をつけて報告する。 

 令和４年９月５日提出、築上町長新川久三。 

○議長（武道 修司君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  報告第６号は、令和３年度健全化判断比率の報告でございます。 

 本報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令和３年度の決算数値を基に

算定された健全化判断比率の４指標を報告いたします。 

 この健全化４指標は、１つが実質赤字比率、２つ、連結実質赤字比率、３つ目が実質公債費比

率、４つ目が将来負担比率であります。 

 令和３年度決算においては、赤字比率及び連結実質赤字比率は比率がございません。実質公債

費比率は９.３％、将来負担比率は３９.７％となっております。 

 この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定による報告でござ

います。 

 次に、報告第７号は、令和３年度資金不足比率の報告についてでございます。 

 本報告も、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令和３年度の決算数値を基に

算定された公営企業会計の資金不足比率を報告するものでございますが、令和３年度決算におい

ては、水道事業会計及び下水道事業会計の資金不足比率は比率なしとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（武道 修司君）  報告が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第６８号 

日程第５．議案第６９号 

○議長（武道 修司君）  議事に入ります。 

 お諮りします。日程第４、議案第６８号令和４年度築上町一般会計補正予算（第５号）につい

てから、日程第５、議案第６９号令和４年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）についてま

でを、会議規則第３７条の規定により一括議題としたいが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武道 修司君）  異議なしと認めます。よって、議案第６８号から議案第６９号までを一

括議題といたします。 
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 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。元島企画財政課長。 

○企画財政課長（元島 信一君）  議案第６８号令和４年度築上町一般会計補正予算（第５号）に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和４年度築

上町一般会計補正予算（第５号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第６９号令和４年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）について、地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第３項の規定により、令和４年度築上町水道事業会計補

正予算（第２号）を別紙のとおり提出する。 

 令和４年９月５日、築上町長新川久三。 

○議長（武道 修司君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第６８号は、令和４年度築上町一般会計補正予算（第５号）につい

てでございます。 

 本予算は、既定の歳入歳出予算の総額１２１億９,９０３万７,０００円に４億３,０４５万

４,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を１２６億２,９４９万１,０００円と定

めるものでございます。 

 歳出の主なものは、ストックヤードの建設事業が１億４,２２８万４,０００円、社会福祉施設

整備事業４３５万６,０００円、公共交通事業者燃料価格高騰対策支援事業１８０万９,０００円、

議会の政務活動費１６８万円、それから、前年度の補助金、国から頂いておりますが、これの精

算による国県返納金が７,５３０万１,０００円が主な歳出でございます。 

 歳入の主なものは、循環型社会形成推進交付金３,２２７万５,０００円、それから、旧合併特

例債１億４５０万円、普通交付税を２億２,９２７万９,０００円を上程しておるとこでございま

す。 

 そしてまた、債務負担行為の追加を２件、それから、地方債の変更を２件計上させていただい

ておるとこでございます。 

 次に、議案第６９号令和４年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）についてでございます。 

 本予算は、既定の収益的支出を３,５２０万円増額し、総額を４億９,４１７万２,０００円に

改めるものでございます。 

 内容としては、石町浄水場沈殿池１・２汚泥掻寄機補修の修繕費の補正でございます。 

 また、令和４年度から令和９年度まで水道事業検針業務委託を行うため、債務負担行為を追加

計上させていただいておるとこでございます。よろしく御審議を頂き、御採択をお願い申し上げ

ます。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．認定第１号 
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日程第７．認定第２号 

日程第８．認定第３号 

日程第９．認定第４号 

日程第１０．認定第５号 

日程第１１．認定第６号 

日程第１２．認定第７号 

日程第１３．認定第８号 

日程第１４．認定第９号 

○議長（武道 修司君）  お諮りします。日程第６、認定第１号令和３年度築上町一般会計歳入歳

出決算の認定についてから、日程第１４、認定第９号令和３年度築上町下水道事業会計歳入歳出

決算の認定についてまでを、会議規則第３７条の規定により一括議題としたいが、御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武道 修司君）  異議なしと認めます。よって、認定第１号から認定第９号までを一括議

題とすることに決定をいたしました。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。元島企画財政課長。 

○企画財政課長（元島 信一君）  認定第１号令和３年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年度築上

町一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第２号令和３年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年度築上町住宅

新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第３号令和３年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年度築上町奨学金貸付事

業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第４号令和３年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年度築上町

椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に

付する。 

 認定第５号令和３年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年度築上町霊園事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 
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 認定第６号令和３年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年度築上町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第７号令和３年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年度築上町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第８号令和３年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について、地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第３０条第３項の規定により、令和３年度築上町水道事業会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第９号令和３年度築上町下水道事業会計歳入歳出決算の認定について、地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和３年度築上町下水道事業会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和４年９月５日提出、築上町長新川久三。 

○議長（武道 修司君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  認定第１号は、令和３年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定について

でございます。 

 一般会計の歳入総額１３６億７,７８９万４,７２３円、歳出総額が１２７億３,１２７万

３,６５９円となっており、歳入歳出差引きは９億４,６６２万１,０６４円となっておるとこで

ございます。 

 翌年度へ繰り越した一般財源がございます。これは１億３,８８８万円で、実質収支額が８億

７７４万１,０６４円となります。それで、単年度収支は８,６６８万８,６０７円で、実質単年

度収支においては、２億２４４万３,７４９円となっておるとこでございます。 

 主な施策につきましては、決算附属資料のとおりでございます。 

 次に、認定第２号令和３年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてでございます。 

 令和３年度の同会計の決算は、歳入総額が１,８７２万３,０５５円、歳出が１億５,０４６万

３,２８７円でございます。歳入歳出の差引き額は、１億３,１７４万２３２円の赤字となってお

るとこでございます。この不足額は、令和４年度の会計から繰上げ充用をいたしまして、補填を

行っておるとこでございます。 

 次に、認定第３号令和３年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定でございます。 

 本会計は、歳入総額が３３２万５,６９５円、歳出総額は３０７万７,５５８円ということで、

歳入差引き総額は２４万８,１３７円となっておるとこでございます。 
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 次の認定第４号でございますけれども、令和３年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会

計歳入歳出決算の認定でございます。 

 歳入総額は５万円、歳出総額ゼロ、歳入歳出差額が５万円ということで、本事業は貸付金の返

済回収業務を行っているものでございますが、なかなか返済不能な方ということで、なかなか回

収が困難な状態になっておる会計でございます。 

 次に、認定第５号令和３年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定でございますが、歳

入総額は１４８万９,２７４円、歳出総額は１４８万４,５９８円と。歳入歳出差引き額は

４,６７６円となっております。 

 なお、霊園の小が１基だけ、令和３年度売却をしておるとこでございます。 

 次に、認定第６号令和３年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定でございます。 

 本会計は、歳入総額は２１億７,７６３万１,５７８円、歳出総額が２０億８,７１０万

５００円となっております。差引きが、９,０５３万１,０７８円の黒字となっておるとこでござ

います。 

 次に、認定第７号令和３年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定でございます。 

 本会計の歳入総額が３億４,９８８万５１０円、歳出総額が３億３,６３４万８０３円というこ

とで、差引きが１,３５３万９,７０７円の一応黒字となっておるとこでございます。 

 それから、認定第８号令和３年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定でございます。 

 本認定は、収益的収支の総収益を４億２,０４８万８,７９５円、総費用３億９,７４９万

１９７円で、当該年の純利益が２,２９９万８,５９８円となっております。 

 資本的収支については、消費税込みで総収入は２,９５０万円、総支出が８,９７４万

３,１８１円となっております。不足額６,０２４万３,１８１円は、過年度分損益勘定留保資金

及び当該年度分消費税及び地方消費税の資本的収支調整額で補填をさせていただいておるとこで

ございます。 

 次に、認定第９号令和３年度築上町下水道事業会計歳入歳出決算の認定でございます。 

 本会計も、収益的収支の総収益が６億７３４万８,１０５円、総費用５億７,０９２万

４,１０８円で、当該年度の純利益が３,６４２万３,９９７円となっておるとこでございます。 

 資本的収支については、消費税込みで総収入額４億７５０万円、総支出が５億４,８０６万

８,２５９円となっております。不足額１億４,０５６万８,２５９円は、過年度分損益勘定留保

資金及び当年度の消費税及び地方消費税の資本的収支調整額で補填をさせていただいておるとこ

でございます。 

 いずれの会計も決算附属資料を添付しておりますんで、参考にしながら、よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。 
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○議長（武道 修司君）  説明が終わりました。 

 ここで、代表監査委員に決算の監査の報告を求めます。代表監査委員の小出正貴さん、よろし

くお願いいたします。 

○代表監査委員（小出 正貴君）  おはようございます。代表監査委員の小出です。 

 築上町の令和３年度決算における審査を７月の１日から８月の１０日にかけて、監査事務局で

丸山監査委員と実施いたしました。その結果について御報告申し上げます。 

 令和３年度一般会計、特別会計の総決算額は、歳入が１６２億２,８９９万４,８３５円です。

歳出は１５３億９７４万４０５円となっており、実質収支は７億８,０３７万４,４３０円の黒字

でした。 

 また、単年度収支及び実質単年度収支につきましても、共に黒字となっております。 

 令和３年度決算統計調査、普通会計では、経常収支率９１.３％と前年より６.９％の改善とな

っていますが、財政力指数については０.３４と、前年より０.０１ポイントの悪化となっていま

す。 

 また、一般会計及び国民健康保険特別会計において不能欠損処理が行われておりますが、負担

の公平性を確保するためにも十分な対策を行い、さらなる欠損額の縮減に努めていただきたいと

思います。 

 次に、水道事業会計の決算の報告です。 

 総収益４億２,０４８万８,７９５円となり、当年度純利益額は２,２９９万８,５９８円です。

令和３年度は年間配水量１５３万４,０５８立米、水道料金徴収の対象となる有収水量１２３万

２,５１７立米で、有収率が８０.３％となっています。前年度有収率は７９.９％で、多少不明

水が減少していますが、冬場の凍結による水道管の破裂、漏水などの原因究明に努め、有収率の

向上に努力していただきたいと思います。 

 水道事業の今後の経営においては、的確な経営分析によるさらなる経費削減、長期的な視点に

立った施設の維持管理や更新等に総合的に取り組み、将来を見据えた持続的な水道事業の経営に

努めていただきたいと思います。 

 次に、下水道事業会計決算の報告をいたします。 

 総収益は６億７３４万８,１０５円となり、当年度純利益額は３,６４２万３,９９７円です。

特に下水道事業は、清潔で住みよいまちづくりと河川や海の水質を保全することを目的に整備を

進めており、起工式があって竣工式のない事業とも言われております。 

 そしてまた、将来的には施設の老朽化に伴い、処理場、管渠等の更新、改修、維持管理に多額

な事業費が想定されますので、一般会計からの繰入れなしでは経営が成り立たないと思います。 

 築上町の令和４年３月末現在の下水道水洗化率が、処理区５地区で、処理区域内人口１万
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１,４５１人、接続人数８,５５０人で、水洗化率７４.７％となっております。近隣市町村の水

洗化率は、いろいろな条件により、それぞれ異なりますので比較はしていませんが、多額の事業

費をかけて設備投資するわけですから、宅内に排水桝をつけるだけでなく、皆さんに利用してい

ただけなければ、せっかくの施設も無用の長物となってしまいます。 

 築上町では、公共下水道のつなぎ込みで、受益者負担金の報奨金制度、水洗化工事の助成制度、

工事資金融資あっせん制度など手厚い措置がなされており、担当職員の方は大変だと思いますが、

将来の築上町の財政負担を考え、一人でも多くの方に接続し、利用していただくよう御尽力して

いただきたいと思います。 

 そしてまた、建設事業を含む様々な事業実施につきましては、事業の必要性、優先順位、補助

メニュー等を十分検討し、 少の経費で 大の効果を上げるよう努力していただくよう要望しま

す。 

 後に、令和３年１月１２日に新庁舎での業務を開始してから約１年７か月が経過し、職員も

新庁舎での業務に慣れたことだと思いますが、今年７月に新聞紙上にも掲載された小学校新校舎

建て替え事業で、国への負担金申請を行わず、町の一般財源から支出しなければならない 悪な

事態が生じました。 

 再三にわたる不祥事を、職員は自分のこととして真摯に受け止めていただき、誰でも間違いは

起こり得る可能性がありますので、担当、係長、課長のさらなるチェック体制の強化に努めてい

ただき、今後は決してこのようなことがないよう、適切な予算執行を行っていただきたいと思い

ます。 

 特に管理職の方は、７月２０日の臨時会で、町長、副町長からも話があったように、職務遂行

に当たっては、上司への報告、連絡、相談、言い換えれば「ホウレンソウ」を基本とした職場の

環境づくりを強く要望します。 

 以上をもって監査報告といたします。 

○議長（武道 修司君）  どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第７０号 

日程第１６．議案第７１号 

日程第１７．議案第７２号 

日程第１８．議案第７３号 

○議長（武道 修司君）  お諮りします。日程第１５、議案第７０号築上町職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第１８、議案第７３号築上町水道事業

給水条例の一部を改正する条例の制定についてまでを、会議規則第３７条の規定により一括議題
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としたいが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武道 修司君）  異議なしと認めます。よって、議案第７０号から議案第７３号までを一

括議題といたします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。椎野総務課長。 

○総務課長（椎野 満博君）  議案第７０号築上町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 議案第７１号築上町議会議員及び築上町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、標記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第７２号農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例の制定につい

て、標記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第７３号築上町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、標記の条例案を

別紙のとおり提出する。 

 令和４年９月５日、築上町長新川久三。 

○議長（武道 修司君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第７０号は、築上町職員の育児休業等に関する条例の一部改正をす

る条例の制定でございます。 

 本案は、人事院が育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するために、育児休業取得回数制限

などの緩和を人事院規則の改正をいたしました。そのため、築上町もそれに見習って、築上町職

員の育児休業等に関する条例を改正するものでございます。 

 次に、議案第７１号築上町議会議員及び築上町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 本条例案は、公職選挙法施行令の一部を改正されて、政令の施行がされました。築上町議会議

員及び築上町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正するものでござい

ます。 

 なお、中身については自動車借入れ等が、今までが１万５,８００円が１万６,１００円、

３００円を一応改正増と。それから、燃料供給が、今まで７,５６０円が７,７００円ということ

で、１４０円の増。それから、選挙運動ビラ作成が１枚につき、今まで７円５１銭が７円７３銭

に、プラス２２銭の増と。それから、選挙用運動ポスター作成印刷費、今までが５２５円６銭が

５４１円３１銭ということで、プラス１６円２５銭の増ということで、それから、あと企画費と

いうことで、３１万５００円が３１万６,２５０円と５,７５０円の増、このような改正をするも

のでございます。 
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 次に、議案第７２号農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例の制定

でございます。 

 本条例案は、土地改良法第８７条の３第１項の規定に基づき、県が行う土地改良事業の施行に

係る地域内にある土地につき、土地改良法第９１条の２第６項の規定により、特別徴収金の徴収

に関し、条例を制定するものでございます。 

 それから、議案第７３号築上町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定でございますが、

水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、指定工事店の有効期間が５年となり、更新手数料の

見直しを行うために、築上町水道事業給水条例の一部を改正するものでございます。 

 今まで本町では、更新手数料３,０００円だったのを１万円に増額するという、一応条例改正

案でございます。よろしく御審議を頂き、御採択をお願い申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第７４号 

日程第２０．議案第７５号 

○議長（武道 修司君）  それでは、お諮りします。日程第１９、議案第７４号町道路線の変更に

ついてから、日程第２０、議案第７５号町道路線の廃止についてまでを、会議規則第３７条の規

定により一括議題としたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（武道 修司君）  異議なしと認めます。よって、議案第７４号から議案第７５号までを一

括議題といたします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。椎野総務課長。 

○総務課長（椎野 満博君）  議案第７４号町道路線の変更について、次のように町道路線を変更

するものとする。 

 議案第７５号町道路線の廃止について、次のように町道路線を廃止するものとする。 

 令和４年９月５日提出、築上町長新川久三。 

○議長（武道 修司君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第７４号は、町道路線の変更でございます。 

 本案の高塚８９号線については、合併前から町道認定されていた路線ですが、当該路線の起点

から高塚１４９の４番地先までの区間はほぼ利用がされていないという現実があり、別の区間で

ある高塚１４６番地３地先から高塚１４９─４番地先までの区間が現在主に利用されているとい

うことで、道路法第１０条第２項の規定に基づき、町道の変更するものでございます。 

 それから、議案第７５号については、町道路線の廃止でございます。 

 本案は、道路管理上、支障がある路線が確認されたため、道路法第１０条第１項の規定により、
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町道路線を廃止するものでございます。よろしく御審議を頂き、御採択をお願い申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第７６号 

○議長（武道 修司君）  日程第２１、議案第７６号人権擁護委員の推薦についてを議題といたし

ます。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。椎野総務課長。 

○総務課長（椎野 満博君）  議案第７６号人権擁護委員の推薦について、人権擁護委員に次の者

を推薦することについて意見を求める。 

 令和４年９月５日提出、築上町長新川久三。 

○議長（武道 修司君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第７６号は、人権擁護委員の推薦についてでございます。 

 本案は、人権擁護委員、安田美鈴氏が令和４年６月３０日に辞任をしたため、新たに人権擁護

委員として西田泉美氏を推薦することについて、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、

議会の意見を求めるものであります。よろしく御審議をお願い申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（武道 修司君）  それでは、議案に対する資料要求及び所管委員会以外の議案質疑を希望

される議員は、所定の様式で事務局まで提出をしてください。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これで散会いたします。お疲れさまでした。 

午前10時51分散会 

────────────────────────────── 
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